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第 1章 山梨県がん対策推進計画（第３次）について 

 

１ 策定の趣旨 

がんは、昭和５６（１９８１）年から我が国における死因の第１位であり、平成２７

（２０１５）年には、年間約３７万人が亡くなり、厚生労働省によると、生涯のうちに、

約２人に１人ががんに罹患
りかん

、そのうち３人に１人が働く世代であると推計されています。 

 

平成１９（２００７）年４月には、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策基本

法（平成１８年法律第９８号。以下「基本法」という。）が施行され、この基本法に基づ

き同年６月には、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、第１期（平成１９ 

（２００７）年度～平成２３（２０１１）年度）の「がん対策推進基本計画（以下「基

本計画」という。）が策定され、平成２４（２０１２）年６月には、第２期（平成２４

（２０１２）年度～平成２８（２０１６）年度）の、平成２９（２０１７）年１０月に

は、第３期（平成２９（２０１７）年度～平成３４（２０２２）年度）の基本計画が策

定されました。 

 

本県においても、毎年、約５，３００人余り１が新たにがんに罹患しており、      

約２，５００人２ががんで亡くなっています。がんは、加齢により発症リスクが高まり

ます。今後、益々高齢化が進行することを踏まえると、がんに罹患する人は増加してい

くと見込まれます。 

 

このため、県では、がん患者及びその家族等の団体、学識経験者、医療関係者、関係

団体、行政関係者等で構成する「山梨県がん対策推進協議会」を平成１９（２００７）

年度に設置し、協議会における議論を踏まえ、本県におけるがん対策を総合的かつ計画

的に推進するため、平成２０（２００８）年３月に第１次の「山梨県がん対策推進計画」

（以下「計画」という。）を策定しました。平成２５（２０１３）年３月には、計画を見

直し第２次の計画を策定し、がんによる死亡者の減少、全てのがん患者とその家族の苦

痛の軽減と療養生活の質の維持向上、がんになっても安心して暮らせる社会の構築を図

ってきました。 

 

第１次の計画の策定から１０年が経過し、この間、がんの予防と早期発見の推進、が

ん診療連携拠点病院（以下「拠点病院」という。）の整備を始めとするがん治療の充実や

緩和ケアの実施、がんに関する相談支援体制の整備、がん登録の推進等に取組み、１０

                        
１ 「山梨県地域がん登録」 ２００９年～２０１３年（５年間の平均） 
２ 「人口動態統計」 ２０１２年～２０１６年（５年間の平均） 
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年間の目標である「がんの年齢調整死亡率３（７５歳未満）の２０％減少」については

達成され、がん患者及びその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上についても前

進が図られたところです。 

 

しかし、喫煙率や精密検査受診率については、目標が達成できなかったことから、今

後も、がんの年齢調整死亡率（７５歳未満）を着実に低下させていくためには、がんに

罹患する県民を減らすことが重要であり、予防のための施策を一層充実させていくこと

が求められています。また、がんに罹患した場合にも、早期発見・早期治療につながる

がん検診は重要であり、その受診率と精密検査受診率を向上させていくことが必要です。 

 

また、新たな課題として、がん種、世代、就労等の患者それぞれの状況に応じたがん

医療や支援がなされていないこと、がんの罹患をきっかけとした離職者の割合が改善し

ていないことが指摘されており、希少がん、難治性がん、小児がん、ＡＹＡ（Adolescent 

and Young Adult）世代（思春期世代と若年成人世代）のがんへの対策が必要であること、

ゲノム医療等の新たな治療法等を推進していく必要があること、就労を含めた社会的な

問題への対応が必要であること等が明らかとなってきました。 

 

更に、平成２８（２０１６）年の基本法の一部改正により、基本法の理念に「がん患

者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、

その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援そ

の他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者に関する県民の

理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備が図ら

れること」が追加され、県は、医療・福祉資源を有効に活用し、県民の視点に立ったが

ん対策を実施することが求められています。 

 

本計画では、このような認識の下、基本法第１２条第３項の規定に基づき、第２次計

画を見直し、本県のがん対策の推進に関する基本的な計画を明らかにするものであり、

「がん患者を含めた県民が、がんを知り、がんの克服を目指す」ことを目標とします。 

 

今後は、本計画に基づき、県と国、市町村、がん患者を含めた県民、医療従事者、医

療保険者、事業主、学会、患者団体等の関係団体、マスメディア等（以下「関係者等」

という。）が一体となって、諸課題の解決に向けて取組みを進めます。 

 

 

                        
３ 「年齢調整死亡率」とは、高齢化の影響等により年齢構成が異なる集団の間で死亡率を比較したり、同じ

集団の死亡率の年次推移を見るため、集団全体の死亡率を基準となる集団の年齢構成（基準人口）に合

わせた形で算出した死亡率 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、基本法第１２条第１項の規定に基づく「都道府県がん対策推進計画」及び

山梨県がん対策推進条例（平成２４年条例第２号。以下「条例」という。）第７条第１項

の規定に基づく「がん対策推進計画」として策定するものです。 

また、条例の内容を踏まえるとともに、関連する「山梨県地域保健医療計画」、「健や

か山梨２１（第２次）」、「健康長寿やまなしプラン（平成３０年度～３２年度）」、「第２

次山梨県肝炎対策推進計画」及び「山梨県口腔の健康づくり推進計画」と調和４を図っ

ています。 

 
３ 計画の期間 

本計画の期間は、基本法の規定及び基本計画の期間並びに条例の規定を踏まえ、次のと

おりとします。 

期 間：平成３０（２０１８）年度から平成３５（２０２３）年度までの６年間 

                        
４ 《関連する計画と調和》 

「山梨県地域保健医療計画」 

医療法第３０条の４第１項の規定にに基づく医療計画 

「第２次健やか山梨２１」 

健康増進法第８条の規定に基づく都道府県健康推進計画 

「健康長寿やまなしプラン」 

老人福祉法第２０条の９第１項の規定に基づく都道府県老人福祉計画と介護保険法第１１８条第

１項に規定する都道府県介護保険事業支援計画を一体とする計画 

「山梨県肝炎対策推進計画」 

肝炎対策基本法第９条第１項の規定により策定された肝炎対策基本指針に基づく計画 

   「山梨県口腔の健康づくり推進計画」 

     歯科口腔保健の推進に関する法第１３条第１項の規定に基づく計画 
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第２章 計画（第２次）の取組みの成果と評価 

 

１ 全体目標の成果と評価 

第２次計画では、「がんによる死亡者の減少」、「全てのがん患者とその家族の苦痛の軽

減と療養生活の質の維持向上」及び「がんになっても安心して暮らせる社会の構築」を

全体目標とし、がん患者を含めた県民が、予防・早期発見から、がんの進行・再発とい

った様々ながんの病態に応じて、どこに住んでいても安心・納得できるがん医療や支援

を受けられるようにすること等を目指して取り組んできました。 

 

（１）がんによる死亡者の減少 

第１次計画からの１０年間の目標である「がんの年齢調整死亡率（７５歳未満）の

２０％減少」については、平成１８（２００６）年の８８．０から２０％減少の７０．

４を目指したところ、平成２８（２０１６）年には、２３．２％減少の６７．６とな

り、目標を達成しました。 

今後、がんの年齢調整死亡率（７５歳未満）を着実に低下させていくためには、が

んに罹患する県民を減らすことが重要で、予防のための施策を一層充実させていくこ

とが必要です。 

また、がんに罹患した場合にも、早期発見や早期治療につながるがん検診が重要で、

その受診率や精密検査受診率を向上させていくことが必要です。 
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（２）全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上 

がんと診断された時からの緩和ケアの実施はもとより、がん医療の更なる充実、が

ん医療に関する相談支援や情報提供等の強化により、都道府県がん診療連携拠点病院、

地域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院（以下「拠点病院等」という。）のが

ん相談支援センター５や山梨県がん患者サポートセンター６の相談件数は増加しまし

た。 

緩和ケアについては、平成２８（２０１６）年に県政モニターを対象とした「がん

対策に関するアンケート調査」７において、５９．４％が、がんと診断された時から

実施されるべきと捉えられており、県民への普及の促進が図られました。 

今後も、療養したい場所で療養ができるように、全てのがん患者とその家族の苦痛

の軽減と療養生活の質を維持向上させていくことが必要です。 

また、在宅療養については、地域医療構想上でも、今後病院から在宅への移行が進

むと考えられますが、本県の在宅療養支援診療所数８は増加しましたものの、人口１

０万対では全国を下回っており、在宅医療を行う医師や訪問看護師を始めとする多職

種の人材確保が必要となっています。 

 

（３）がんになっても安心して暮らせる社会の構築 

がん患者とその家族の精神心理的・社会的苦痛を和らげ、「がんになっても安心し

て暮らせる社会の構築」を実現するため、仕事と治療の両立を支援する「事業者のた

めのがん治療と仕事の両立支援ハンドブック」９を作成し、医療機関、市町村等への

配付、企業等を対象にした講演等により社会全体で支える取組みを進めてきました。 

また、平成２８（２０１６）年８月に県内企業を対象とした「がんに関する就労支

援調査」１０の結果では、がんに罹患した従業員が利用できる休暇や勤務形態を就業規

則に規定している企業は１８％にとどまっていることから、今後は、従業員ががんに

罹患したときに、柔軟に働き続けられる環境づくりや就業支援を受けられる社内制度

の整備が重要であることの事業主への普及啓発などを充実させることが必要です。 

 

 

 

                        
５  がん専門相談員としての研修を受けたスタッフが、信頼できる情報に基づいて、がんに関する質問や相

談を受ける 
６  都道府県地域統括相談支援センターとして、患者や家族等から寄せられる様々な相談に対して、医師・

保健師等が医療面、心理面等に関する相談をワンストップで提供するとともに、がん診療拠点病院等と

連携を図る施設 
７  ２０歳以上の県政モニター３９８人にアンケート調査を実施 
８  「在宅療養支援診療所」とは、２４時間体制による往診・訪問看護の実施や緊急時に在宅患者が入院で

きる病床の確保などの要件を満たし、診療報酬施設基準に基づく届出を行っている診療所。平成２９（２

０１７）年５月１日現在の診療報酬施設基準による届出施設（厚生労働省）は６５施設 
９ 「事業者のためのがん治療と仕事の両立支援ハンドブック」山梨県 平成２９年３月発行  
１０  県内に本社を置く従業員１０人以上の法人企業１，０００社にアンケート調査を実施 
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２ 個別目標の成果と評価 

（１）がんの予防 

たばこ対策については、成人や未成年者の喫煙率は計画策定時よりは減少傾向にあ

るものの、目標は達成していません。また、運動習慣、飲酒などの生活習慣について

も策定時より改善が見られないため、引き続き対策が必要です。 

 

（２）がんの早期発見 

   平成２８（２０１６）年に実施した国民生活基礎調査におけるがん検診受診率１１は、

胃がん検診５０．１％、肺がん検診５８．７％、大腸がん検診５１．３％、子宮がん

検診４７．９％、乳がん検診５７．２％と、５大がんのうち子宮頸がん以外の４がん

で目標の５０％を達成しました。しかし、精密検査受診率１２は、胃がん検診７６．４％、

肺がん検診７５．１％、大腸がん検診６３．８％、子宮がん検診５７．７％、乳がん

検診８３．４％と５大がん全てが全国平均を下回り、精密検査受診率の向上のための

体制整備と検診実施機関の資質向上が必要です。 

 

（３）がん医療の充実 

山梨県における全てのがんの５年相対生存率１３は、６５．１％であり、全国６２．

１％よりも高い水準にあります。  

 
                        
１１ 「がん検診受診率」 平成２８（２０１６）年「国民生活基礎調査」 
１２ 「精密検査受診率」 平成２７（２０１５）年度「地域保健・健康増進事業報告」 
１３ 「５年相対生存率」とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。

あるがんと診断された人のうち５年後に生存している人の割合が、日本人全体（正確には、性別、生ま

れた年及び年齢の分布を同じくする日本人集団）で５年後に生存している人の割合に比べてどのくらい

低いかで表す（出典：国立がん研究センターがん情報サービス『がん登録・統計』）。 
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また、全ての拠点病院等で、多職種でのチーム医療、専門的な緩和ケアの提供体制の

整備等、機能の充実が図られていますが、引き続き、がん医療の質の向上と地域での医

療連携、在宅医療の推進等更なる充実が必要です。 

 

（４）がんに関する相談支援と情報提供及び小児がん・希少がんへの取組み 

拠点病院等のがん相談支援センターの相談件数は年々増加しており、その相談内容

の上位３位は、在宅医療が２１％、がんの治療が１６％、不安・精神的苦痛が１５％

となっています。今後、養成を行っているピア・サポーター１４による拠点病院等のが

ん相談支援センターでの活動の普及が必要です。 

また、拠点病院等は、セカンドオピニオン希望者に対し、県外医療機関を紹介する

等、県外の医療機関との連携等の体制が整備されました。 

 

（５）がん登録及びがん研究 

本県のがん登録事業１５については、医療従事者への還元や県民向けに分かりやすく

視覚化して公開する等がん登録情報の活用が進みました。 

また、ゲノム診療の確立に向けた研究に取り組むため、平成２５年４月に地方独立

行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院にゲノム解析センターを開設し、平成 

２９年４月には、これらの研究を発展させ、遺伝子診断技術を用いた診療を行うため、

ゲノム診療部を開設しています。 

 

（６）がん教育・普及啓発 

学校でのがん教育は、学習用リーフレットを作成・配付し、県内全ての小中学校、

高等学校の児童や生徒の学習活動に活用されています。 

また、保育所等においては、子から親へのメッセージカード事業１６を実施し、親へ

のアンケートによると、約９５％が、がん検診を考えるきっかけになったと回答して

おり、子育て世代へのがん検診に対する理解が促進されました。 

   今後は、教育委員会におけるがん教育やがん検診への関心が低い年齢層への普及啓

発が必要です。 

 

（７）がん患者の就労を含めた社会的な問題への取組み 

一部の拠点病院等のがん相談支援センターでは、ハローワークとの連携が始まりま

した。今後も引き続き、労働局等との連携により、従業員ががんに罹患したときに、

柔軟に働き続けられる環境づくりや就業支援の充実に向けた取組みが必要です。 

 

                        
１４ 「ピア・サポーター」とは、患者・経験者やその家族がピア（仲間）として体験を共有し、共に考える

ことで、患者や家族等を支援する人 
１５ 「がん登録」とは、がん患者さんについて、診断、治療及びその後の転帰に関する情報を収集し、保管、

整理、解析する仕組みのこと 
１６ 「子から親へのメッセージカード事業」とは、がん検診の重要性を啓発する内容のメッセージカード（園

児が描く保護者の絵付き）を子から親等へ送る事業のこと 
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第３章 全体目標 

 

がん患者を含めた県民が、がんを知り、がんの克服を目指し、がんに関する正しい知

識を持ち、避けられるがんを防ぐことや、様々ながんの病態に応じて、いつでもどこに

居ても、安心かつ納得できるがん医療や支援を受け、尊厳を持って暮らしていくことが

できるよう、「がん予防」、「がん医療の充実」及び「がんとの共生」を３つの柱とし、本

計画の全体目標として、次の３つを設定するとともに、取組の指標を「継続的に、死亡

率の低減を目指す」とします。 

 

１ 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

～がんを知り、がんを予防する～ 

がんを予防する方法を普及啓発するとともに、研究を推進し、その結果に基づいた施

策を実施することにより、がんの罹患者を減少させます。県民が利用しやすい検診体制

を構築し、がんの早期発見、早期治療を促すことで、効率的かつ持続可能ながん対策を

進め、がんの死亡者の減少を実現することを目標とします。 

 

２ 患者本位のがん医療の実現 

～適切な医療を受けられる体制を充実する～ 

ビッグデータや人工知能（Artificial Intelligence。以下「ＡＩ」という。）を活用

した患者本位のがんゲノム医療等を推進し、個人に最適化されたがん医療を実現するこ

とを目標とします。 

また、がん医療の質の向上、それぞれのがんの特性に応じたがん医療の均てん化と集

約化及び効率的かつ持続可能ながん医療を実現することを目標とします。 

 

３ 尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築 

～がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現する～ 

がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で、必要な支援を受けることがで

きる環境を整備します。関係者等が、医療・福祉・介護・産業保健・就労支援分野等と

連携し、効率的な医療・福祉サービスの提供や、就労支援等を行う仕組みを構築するこ

とで、がん患者が、いつでもどこに居ても、安心して生活し、尊厳を持って自分らしく

生きることのできる地域共生社会を実現することを目標とします。 

 

 

 

 

 

 

取組みの指標 

 「継続的に、死亡率の低減を目指す」 

   ～７５歳未満年齢調整死亡率を１０年前に比べ概ね２割減少させ続けていく～ 

長期的に継続した死亡率の低減を目指すことで、計画の進捗を管理するとともに、がん予防な

どの長期的にみて必要な施策についても推進する指標とします。 
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第４章 分野別施策と個別目標 

 

１ 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

～がんを知り、がんを予防する～ 

がん予防は、世界保健機関によれば、「がんの約４０％は予防できるため、がん予防は、

全てのがんの対策において、最も重要で費用対効果に優れた長期的施策となる」１７とさ

れており、より積極的にがん予防を進めていくことによって、避けられるがんを防ぐこ

とが重要です。がんのリスク等に関する科学的根拠に基づき、がんのリスクの減少（１

次予防）、県民が利用しやすい検診体制の構築、がんの早期発見・早期治療（２次予防）

の促進を図るとともに、予防・検診に関する取組みを進めることによって、効率的かつ

持続可能ながん対策を進め、がんの罹患者や死亡者の減少を目指します。 

 

（１）がんの１次予防 

がんの１次予防は、がん対策の第一の砦であり、避けられるがんを防ぐことは、が

んによる死亡者の減少につながります。予防可能ながんのリスク因子としては、喫煙

（受動喫煙を含む。）、過剰飲酒、低身体活動、肥満・やせ、野菜・果物不足、塩蔵食

品の過剰摂取等の生活習慣、ウイルスや細菌の感染など、様々なものがあります。近

年、がん予防・健康寿命の延伸については、日本人のエビデンスの蓄積が進んでいま

すが、がん予防を進めるために、以下のような対応をとっていくことで、がんの罹患

者や死亡者の減少に取組みます。 

 

＜がんの予防法１８＞  

▪ 喫煙：たばこは吸わない。他人のたばこの煙を避ける。  

▪ 飲酒：飲酒をする場合は、節度のある飲酒をする。  

▪ 食事：食事は、偏らずバランス良くとる。  

－ 塩蔵食品、食塩の摂取は、最小限にする。  

－ 野菜や果物不足にならない。  

－ 飲食物を熱い状態でとらない。 

▪ 身体活動：日常生活を活動的に過ごす。  

▪ 体形：成人期での体重を適正な範囲で管理する。  

▪ 感染：肝炎ウイルスの検査を受け、感染している場合は専門医に相談する。  

機会があれば、ヘリコバクター・ピロリの検査を受ける。  

 

                        
１７ 「 Cancer Control:Knowledge into Action: WHO Guide for Effective Programmes:Module 

2:Prevention.Geneva:World Health Organization;2007.」より引用 
１８  国立がん研究センターの「科学的根拠に基づく発がん性・がん予防効果の評価とがん予防ガイドライン

提言に関する研究」を参照 
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① 生活習慣について  

（現状・課題） 

生活習慣の中でも、喫煙は、肺がんを始めとする種々のがんのリスク因子となって

いることが知られています。また、喫煙は、がんに最も大きく寄与する因子でもある

ため、がん予防の観点から、たばこ対策を進めていくことが重要です。 

 

本県においては、これまで、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）及び県の健

康増進計画である「健やか山梨２１（第２次）」に基づき、市町村や関係機関・団体と

連携・協力しつつ、喫煙等の生活習慣の改善に向けた普及啓発などに取り組んできま

した。 

  

こうした取組みにより、平成２６（２０１４）年に実施した「県民健康・栄養調査
１９」では、成人の喫煙率は、平成２１（２００９）年の男性３７．２％、女性８．３％

から平成２６（２０１４）年の男性３４．１％、女性６．８％と減少したところです。

しかし、第２次計画において掲げている「平成３４（２０２２）年度までに、禁煙希

望者が禁煙することにより成人喫煙率を１３．９％とすること」という目標からする

と、現在の喫煙率は、依然として高い水準にあり、喫煙率減少のための更なる取組み

が求められています。 

 

また、未成年の喫煙率は、平成２３（２０１１）年の高校３年生男子３．６％、女

子２．６％、中学１年生男子０．９％、女子０．０％から、平成２８（２０１６）年

の高校３年生男子２．５％、女子０．６％、中学１年生男子０．０％、女子０．５％

であり、中学１年生男子においてのみ前計画の目標値（０％）が達成できたところで

す。 

 

妊娠中の喫煙率は、平成２８年度山梨県母子保健事業報年報では、喫煙率３．６％

となっており、目標値（０％）が達成できていません。 

平成２８（２０１６）年８月にまとめられた国の「喫煙の健康影響に関する検討会

報告書２０」の中で、能動喫煙によって年間約１３万人が死亡していることや、肺がん

のリスクが男性では約４倍、女性では約３倍に上昇することが報告されています。 

また、同報告書では、受動喫煙によって、非喫煙者の肺がんのリスクが約３割上昇

すること等が報告され、受動喫煙と肺がん等の疾患の因果関係を含め、改めて、受動

喫煙の健康への影響が明らかになりました。更に、受動喫煙を原因として死亡する人

が日本国内で年間１万５千人を超えるとの推計がなされており、がんの予防の観点か

らも、受動喫煙防止対策は重要です。 

                        
１９ 「県民健康・栄養調査」とは、５年に１回県民を対象に健康と栄養に関する実態調査を行う 
２０ 厚生労働省健康局長の下に設置した「喫煙の健康影響に関する検討会」（座長：祖父江友孝）において、

平成28（2016）年８月にとりまとめたもの 
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受動喫煙防止対策に関するこれまでの取組みは、平成１５（２００３）年に施行さ

れた健康増進法に基づき行われてきましたが、平成２６（２０１４）年度に実施され

た「県民・栄養調査」によると、受動喫煙で不快な思いをしている人の割合の減少は、

平成２１（２００９）年度の４８．５％から平成２６（２０１４）年度の３８．０％

と減少しています。 

 

平成２８年度子どもの喫煙等母子保健関係調査結果では、受動喫煙で不快な思いを

している中高生は５１．７％であり、家族内喫煙者がいる方が、受動喫煙の被害を受

ける割合が高い状況です。 

受動喫煙で嫌な思いをした人に対して、その場所を聞いたところ、「家庭」と回答

した割合が３６．１％でした。 

 

また、敷地内禁煙を実施している学校の割合は、平成２２（２０１０）年の小学校

７９．７％、中学校７５．８％、高校８５．０％から平成２８（２０１６）年の小学

校９４．２％、中学校８１．３％、高校９０．３％と増加していますが、更なる対策

が必要です。 

 

飲酒、身体活動、食生活等の生活習慣については、「健やか山梨２１（第２次）」等

に基づき適切な生活習慣の普及啓発等を行ってきましたが、生活習慣病のリスクを高

める量を飲酒している者２１の割合は増加、運動習慣のある者２２の割合は減少、野菜の

摂取量については、大きな変化が見られず、対策は十分とはいえません。 

 

（参考） 

▪ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 

（平成２６年のデータ。（  ）内は平成２１年のデータ。）  

男性１３．０（１１．０）％ 女性７．８（３．４）％ 

▪ 運動習慣のある者の割合 

（平成２８年のデータ。（  ）内は平成２３年のデータ。） 

      ２０～５９歳：男性２１．０（２３．０）％ 女性２２．７（２９．６）％ 

▪ 野菜の摂取量 

（平成２６年のデータ。（  ）内は平成２１年のデータ。） 

３３７（３３５）ｇ 

 

 

 

                        
２１ 「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、１日当たりの純アルコール摂取量が男性 40g

以上、女性20g以上の者 
２２ 「運動習慣のある者」とは、30分・週２回以上の運動を１年以上継続している者 
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（取り組むべき施策） 

たばこ対策については、喫煙率の減少と受動喫煙防止を図る施策等を引き続き実施

します。具体的には、様々な企業・団体と連携し、喫煙が与える健康への悪影響に関

する意識向上のための普及啓発活動を一層推進するほか、禁煙支援を行う者が、実際 

の支援に活用できるよう、「禁煙支援マニュアル（第二版）２３」の周知を進めます。 

更に、家庭における受動喫煙の機会を減少させるための普及啓発活動や、妊産婦や

未成年者の喫煙をなくすための普及啓発活動を進めます。 

 

喫煙以外の生活習慣については、「健やか山梨２１（第２次）」と同様に、  

▪ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合を低下させる。  

▪ 身体活動量が少ない者の割合を低下させる。  

▪ 適正体重を維持している者の割合を増加させる。  

▪ 高塩分食品の摂取頻度を減少させる。野菜・果物摂取量の摂取不足の者の割合を

減少させる。  

等について、関係機関・関係団体と連携し、生活習慣改善に向けた普及啓発等に

取組んでいきます。 

 

② 感染症対策について 

（現状・課題） 

発がんに寄与する因子としては、「ウイルスや細菌の感染は、男性では喫煙に次い

で２番目に、女性では最も発がんに大きく寄与する因子となっている２４。」発がんに

大きく寄与するウイルスや細菌としては、肝がんと関連する肝炎ウイルス、胃がんと

関連するヘリコバクター・ピロリ、子宮頸がんの発がんと関連するヒトパピローマウ

イルス（以下「ＨＰＶ」という。）、ＡＴＬ（成人Ｔ細胞白血病）と関連するヒトＴ細

胞白血病ウイルス１型（以下「ＨＴＬＶ－１」という。）等があります。  

 

肝炎ウイルスについては、Ｃ型肝炎ウイルスの感染率や肝がんの死亡率が全国平均

よりも高いことから、肝炎予防に関する普及啓発、肝炎コーディネーターの養成を始

め、保健所でのウイルス性肝炎無料検査の実施、市町村での肝炎ウイルス検査への助

成及び検診実施機関への肝臓硬度測定機の導入補助による検査体制の充実、肝炎患者

への抗ウイルス治療費などの助成に取組み、肝がんの発症予防に努めてきました。 

その結果、Ｃ型肝炎ウイルスの感染が判明した者の医療機関受診率は、平成２２（２

０１０）年の４５．２％から平成２７（２０１５）年の７６．５％へ改善し、肝がん

年齢調整死亡率（７５歳未満）は、人口１０万人当たり平成２２（２０１０）年の８．

８から平成２７（２０１５）年の５．８へ大幅に改善したものの、全国平均の５．４     

                        
２３ 禁煙支援マニュアル 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課  平成２５年４月１日発行  
２４ 「Ann Oncol. 2012; 23: 1362-9.」より引用 
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を上回っています。また、肝がん年齢調整罹患率は、人口１０万人当たり平成２０（２

００８）年の２１．９から、平成２４（２０１２）年は１８．９に改善しているもの

の全国平均の１６．５を上回っていることから継続した対策が必要です。 

なお、Ｂ型肝炎ワクチンは、平成２８（２０１６）年１０月から定期接種化されま

した。 

 

胃がんについては、本県の胃がんの年齢調整死亡率（７５歳未満）が、人口１０万

人当たり１６．７（平成７（１９９５）年）から８．５（平成２８（２０１６）年）

へと大幅に減少しているものの、依然として、がんによる死亡原因の第３位となって

おり、引き続き対策が必要です。 

 

子宮頸がんの発生は、その多くがＨＰＶの感染が原因であり、子宮頸がんの予防の

ためには、ＨＰＶ感染への対策が必要です。全国の子宮頸がんの年齢調整罹患率は、

平成１４（２００２）年は、人口１０万人当たり１１．６から、平成２４（２０１２）

年には、１４．６と増加傾向にあり、国は、これまでＨＰＶワクチンの定期接種化等

を行うなど、子宮頸がんの予防対策を行ってきましたが、現在積極的な定期接種は見

送られています。  

 

ＡＴＬは、ＨＴＬＶ－１の感染が原因であり、主な感染経路は、母乳を介した母子

感染です。国による感染予防対策が行われており、ＨＴＬＶ－１感染者（キャリア）

の全国の推計値は､約１０８万人（平成１９（２００７）年）から約８０万人（平成２

７（２０１５）年）と減少傾向です。 

 

（取り組むべき施策） 

肝炎ウイルスについては、平成２９（２０１７）年３月に策定した「第２次山梨県

肝炎対策推進計画」に基づき、ウイルス性肝炎についての正しい知識と肝炎ウイルス

検査の必要性について、普及啓発を行うとともに、定期接種化されたＢ型肝炎ワクチ

ンの接種促進に努めます。また、肝疾患コーディネーターの活用と、抗ウイルス治療

費助成の実施による、要診療者の受診促進や治療終了者のフォローアップに取組み、

肝がんの発症を予防し、肝がんの罹患率及び死亡率を改善します。 

 

胃がんについては、胃がんの罹患率が減少傾向にありますが、更なる減少を目指し、

ヘリコバクター・ピロリの除菌治療費の助成により胃がんの発症予防を推進します。 

 

ＨＴＬＶ－１については、保健所において無料匿名の相談やスクリーニング検査を

実施するとともに、母子保健関係者の研修の実施等に引き続き取組みます。   
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【個別目標】 

○ 喫煙率については、「健やか山梨２１（第２次）」と同様に禁煙希望者が禁煙するこ

とにより、成人喫煙率を１３．９％とすること、妊娠中の喫煙をなくすこと及び２０

歳未満の者の喫煙をなくすことを目標とします。  

 

○ 生活習慣の改善については、「健やか山梨２１（第２次）」と同様に、平成３４（２

０２２）年度までに、次の項目の達成を目標とします。 

▪ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者について、男性は１０．１％に、

女性は２．９％とします。  

▪ 運動習慣のある者について、２０～５９歳の男性は３５．０％に、女性は４０．０％

とします。  

▪ 野菜の摂取量について、成人１日当たり３５０ｇとします。 

 

○ 肝炎対策については、「第２次山梨県肝炎対策推進計画」と同様に、平成３３（２０

２１）年度までに、次の項目の達成を目標とします。 

▪ 肝がんの７５歳未満年齢調整死亡率を全国平均まで改善します。 

▪ 肝がんの年齢調整罹患率を全国平均まで改善します。 

 

（２） がんの早期発見及びがん検診（２次予防） 

がん検診は、一定の集団を対象として、がんに罹患している疑いのある者や、がん

に罹患している者を早めに発見し、必要かつ適切な診療につなげることにより、がん

の死亡者の減少を目指すため、科学的根拠に基づくがん検診の実施を推進してきまし

た。  

現在、対策型がん検診としては、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に基づ

く市町村の事業が行われており、職域におけるがん検診としては、保険者や事業主に

よる検診が任意で行われています。科学的根拠に基づくがん検診の受診や精密検査の

受診は、がんの早期発見・早期治療につながるため、がんの死亡者を更に減少させて

いくためには、がん検診の受診率向上及び精度管理の更なる充実が必要不可欠です。 

 

① 受診率向上対策について  

（現状・課題） 

県では、これまで、平成２９（２０１７）年度までに、がん検診受診率を５０％以

上にすることを目標に掲げ、企業と受診率向上を目指した協定の締結や県民に対して

がん検診の必要性について普及啓発活動を行ってきました。また、民間団体と協働し

ての受診率向上のキャンペーン等の活動を行ってきました。 

また、本県においては、健康増進法に基づく、胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳が

ん、大腸がん検診に加え、肝がんによる死亡率が高いことから、肝がん検診について

も市町村で行われています。 
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本県におけるがん検診の受診率は、平成２８（２０１６）年の国民生活基礎調査で

は、胃がん検診５０．１％、肺がん検診５８．７％、大腸がん検診５１．３％、子宮

頸がん検診４７．９％、乳がん検診５７．２％と５大がんのうち子宮頸がん以外の４

がんで目標の５０％を達成しています。 

 

がん検診を受けない理由は、平成２８（２０１６）年の「がん対策に関するアンケ

ート調査」では、「特に理由はない」、「心配なときはいつでも医療機関を受診できるか

ら」、「受ける時間がないから」、「検査に伴う苦痛などに不安がある」等が挙げられて

おり、より効果的な受診勧奨や普及啓発、受診者の立場に立った利便性への配慮等の

対策が求められています。 

 

（取り組むべき施策） 

これまでの施策の効果を検証した上で、受診対象者の明確化や、将来的には組織型

検診のような検診の実施体制の整備など、効果的な受診率向上のための方策を検討し、

市町村を支援します。また、市町村が実施する、がん検診の受診手続の簡素化、効果

的な受診勧奨、職域で受診機会のない者に対する受診体制の整備、受診対象者の名簿

を活用した個別受診勧奨・再勧奨、かかりつけ医や薬局の薬剤師を通じた受診勧奨な

ど、可能な事項から順次取組みが進められるよう支援します。 

 

市町村や検診実施機関が、受診者にがん検診の意義や必要性を分かりやすく説明で

きるように、技術的な助言や指導を行います。 

また、がん検診と特定健診の同時実施、女性が受診しやすい環境整備など、受診者

の立場に立った利便性の向上を推進します。 

 

② がん検診の精度管理等について  

（現状・課題） 

がんによる死亡率を減少させるためには、がん検診において、適切な検査方法の実

施も含めた徹底した精度管理が必要です。市町村が住民を対象として実施するがん検

診についてもより精度を高める必要があります。また、職域において、被保険者等を

対象として行うがん検診については、精度管理ができる体制は十分ではありません。

市町村及び職域における全てのがん検診について、精度管理を一層高めることが必要

です。 

 

がんの早期発見・早期治療のためには、精密検査が必要と判定された受診者が、そ

の後、実際に精密検査を受診することが必要でありますが、本県においては、精密検

査受診率（精密検査受診者数／要精密検査者数）が、およそ５８～８３％（胃がん：

７６．４％、肺がん：７５．１％、大腸がん：６３．８％、子宮頸がん：５７．７％、



 

 - 16 - 

乳がん：８３．４％）２５にとどまっています。 

 

がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針２６（平成２０年３月３１日付

け健発第０３３１０５８号厚生労働省健康局長通知別添。以下「指針」という。）に定

められていないがん検診については、当該検診を受けることによる合併症や過剰診断

等の不利益が利益を上回る可能性があるが、平成２８（２０１６）年度の県内の市町

村における、がん検診の実施状況調査の集計結果によれば、指針に定められていない

がん種に対するがん検診を多くの市町村で実施しています。 

 

（取り組むべき施策） 

指針に示される５つのがんについて、指針に基づかない方法でがん検診を行ってい

る市町村の現状を把握し、生活習慣病検診等管理指導協議会２７を活用して、必要な働

きかけを行うことなど、がん検診の実施方法の改善や精度管理の向上に向けた取組み

を検討します。    

また、市町村における指針に基づいた、がん検診の実施及び精度管理の向上の取組

みを支援します。 

  

がん検診や精密検査の意義、対策型検診と任意型検診の違い、がん検診で必ずしも

がんを見つけられるわけではないこと及びがんでなくてもがん検診の結果が陽性とな

る偽陽性等のがん検診の不利益についても理解が得られるように、普及啓発を進めま

す。  

また、関係団体と連携し、指針に基づいた適切な検診の実施を推進します。 

 

③ 職域におけるがん検診について 

（現状・課題） 

平成２８（２０１６）年の国民生活基礎調査によると、我が国の職域におけるがん

検診は、がん検診を受けた者の３０～６０％程度（胃がん：５７．９％、肺がん：６

２．７％、大腸がん：５５．３％、子宮頸がん：３２．３％、乳がん：３５．８％）

が受けているものでありますが、保険者や事業主が、福利厚生の一環として任意で実

施しているものであり、検査項目や対象年齢等実施方法は様々です。 

職域におけるがん検診については、対象者数、受診者数等のデータを定期的に把握

する仕組みがないため、受診率の算定や精度管理を行うことが困難です。 

                        
２５  平成２７（２０１５）年度「地域保健・健康増進事業報告」 
２６ 「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（平成20年３月31日付け健発第0331058号厚

生労働省健康局長通知別添） 
２７ 「生活習慣病検診等管理指導協議会」とは、がん、心臓病等の生活習慣病の動向を把握し、また、市町 

村、医療保険者及び検診実施機関に対し、検診の実施方法や精度管理の在り方等について専門的な見地 

から適切な指導を行うために、都道府県が設置・運営するもの 



 

 - 17 - 

（取り組むべき施策） 

職域におけるがん検診を推進するため、職域におけるがん検診を支援するとともに、

国が作成する｢職域におけるがん検診に関するガイドライン（仮称）｣の普及を図りま

す。 

 

【個別目標】 

○ 対策型検診で行われている全てのがん種において、がん検診の受診率の目標値を   

６０％とします。 

 

○ 精密検査受診率の目標値を９０％とします。  
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２ 患者本位のがん医療の実現 

～適切な医療を受けられる体制を充実させる～ 

 

ビッグデータやＡＩを活用したがんゲノム医療等を推進し、個人に最適化された患者

本位のがん医療を実現します。また、がん医療の質の向上及びそれぞれのがんの特性に

応じたがん医療の均てん化・集約化により、効率的かつ持続可能ながん医療を実現し、

がんの克服を目指します。 

 

（１）がんゲノム医療 

（現状・課題） 

近年、個人のゲノム情報に基づき、個人ごとの違いを考慮したゲノム医療２８への期

待が高まっており、国内外において様々な取組みが行われています。 

 

国の健康・医療戦略推進本部の下に設置されている「ゲノム医療実現推進協議会」

の中間取りまとめ（平成２７（２０１５）年７月）では、ゲノム医療の実現が近い領

域のひとつとして、がん領域が掲げられています。また、平成２８（２０１６）年１

０月に取りまとめられた「ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」

の意見取りまとめにおいては、遺伝子関連検査の品質・精度の確保、ゲノム医療に従

事する者の育成、ゲノム医療の提供体制の構築、社会環境の整備等を進めていくこと

が求められています。 

 

現在、県内においては、がんゲノム医療の実用化を推進する取組みとして、臨床情

報等とゲノム情報を統合したデータベースの構築といった基盤整備や、次世代シーク

エンサー２９を用いたゲノム解析に基づいた治験薬を含めた治療選択肢を提示する研

究事業が進められています。また、都道府県がん診療連携拠点病院である山梨県立中

央病院では、遺伝カウンセリングを行う者を配置するといった取組みも始まっていま

す。 

 

今後、拠点病院等３０においては、がんゲノム医療を実現するためには、次世代シー

クエンサーを用いたゲノム解析の品質や精度の確保に向けた取組みや、解析結果の解

釈（臨床的意義付け）や必要な情報を適切に患者に伝える体制の整備等を進めていく

必要があります。また、ゲノム情報の取扱いについては、患者、その家族及び血縁者

                        
２８ 「ゲノム医療」とは、個人の「ゲノム情報」をはじめとした各種オミックス検査情報をもとにして、そ

の人の体質や病状に適した「医療」を行うこと 
２９ 「次世代シークエンサー」とは、核酸の配列を、同時並行で高速・大量に読み取る解析装置のこと 
３０  本基本計画における「拠点病院」とは、都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院を

指す。また、「拠点病院等」とは、「拠点病院」と地域がん診療病院の総称を指す 
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が安心できる環境を整備していくことも求められることから、遺伝カウンセリングを

行う者等のがんゲノム医療の実現に必要な人材の育成やその配置を進めていく必要が

あります。 

 

（取り組むべき施策） 

国による、がんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する医療機関の整備について、

国での取組みを踏まえつつ、本県への導入の可能性を検討します。 

また、がんゲノム医療の推進とともに、がんゲノム情報の取扱いやがんゲノム医療

に関する県民の理解の促進に努めます。 

 

【個別目標】 

○ ゲノム情報等を活用し、個々のがん患者に最適な医療を提供するため、県内でも着

実に適切なゲノム医療が提供できるよう、体制整備を支援します。 

 

（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法及び免疫療法の充実 

がん医療の進歩は目覚ましく、国における平成１８（２００６）年から平成２０（２

００８）年までに診断された全がんの５年相対生存率は６２．１％と、３年前（５８．

６％）に比べて３．５％上昇しており、年齢調整死亡率も、１９９０年代後半から低

下傾向にあります。一方、膵がん、肺がん及び肝がんの５年相対生存率は、それぞれ、

７．７％、３１．９％及び３２．６％となっており、依然として５年相対生存率が低

いがん種もあります。 

なお、本県における平成２０（２００８）年から平成２１（２００９）年までに診

断された全がんの５年相対生存率は６５．１％でありますが、膵がん、肺がん及び肝

がんの５年相対生存率は、それぞれ、１０．９％、３１．５％及び４４．２％と低い

がん種もあります。 

 

① がん医療提供体制について 

（医療提供体制の均てん化・集約化、医療安全、制度の持続可能性等） 

（現状・課題） 

これまで、罹患者の多いがん（肺・胃・肝・大腸・乳房）を中心に、手術療法、放

射線療法、薬物療法等を効果的に組み合わせた集学的治療や緩和ケア（以下「集学的

治療等」という。）の提供、がん患者の病態に応じた適切な治療・ケアの推進に努めて

きました。また、拠点病院等を中心に、キャンサーボード３１の実施、がん相談支援セ

ンターの設置、院内がん登録の実施等に取組み、全ての県民が質の高いがん医療が等

                        
３１ 「キャンサーボード」とは、手術、放射線診断、放射線療法、薬物療法、病理診断及び緩和ケアに携わ

る専門的な知識及び技能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者の症状、状態及び

治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等するためのカンファレンスのこと 
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しく受けられるよう、がん医療の均てん化を進めてきました。 

しかし、拠点病院等に求められている取組みの中には、施設間で格差があることも

指摘されています。 

 

（取り組むべき施策） 

これまで、拠点病院等を中心としたがん診療提供体制を整備してきた現状を踏まえ、

引き続き、標準的な手術療法、放射線療法、薬物療法等の提供体制、がん相談支援セ

ンターの整備、緩和ケア、院内がん登録、キャンサーボードの実施等の均てん化に必

要な取組みを支援します。 

 

② 各治療法について（手術療法、放射線療法、薬物療法及び免疫療法） 

（現状・課題） 

手術療法については、がんに対する質の高い手術療法を安全に提供するため、拠点

病院等を中心に、適切な実施体制や専門的な知識及び技能を有する医師の配置等の支

援を行っています。しかし、一部の希少がんや難治性がん、小児がん、ＡＹＡ世代の

がん及び高度進行がんについては、定型的な術式での治療が困難な場合があります。 

 

放射線療法については、県内の拠点病院では、放射線療法に携わる専門的な知識と

技能を有する医師を始めとした医療従事者の配置やリニアック等の機器の整備など、

集学的治療を提供する体制の整備が行われています。 

 

薬物療法については、拠点病院等を中心に、薬物療法部門の設置や外来薬物療法室

の整備を進めるとともに、専門的な知識を有する医師、薬剤師、看護師等の配置を行

い、適切な服薬管理や副作用対策等が実施されるよう努めてきました。 

 

薬物療法が外来で実施されることが一般的となり、薬物療法を外来で受ける患者が

増加していることから、拠点病院等の薬物療法部門では、薬物療法に関する十分な説

明や、支持療法３２を始めとした副作用対策、新規薬剤への対応等の負担が増大してい

ます。また、患者の病態に応じた適切な薬物療法を提供するため、専門的な医師や薬

剤師、看護師、がん相談支援センターの相談員等の人材を育成する必要があります。 

 

科学的根拠を有する免疫療法については、研究開発が進み、「免疫チェックポイン

ト阻害剤３３」等の免疫療法は、有力な治療選択肢の一つとなっていますが、免疫療法

に関する適切な情報を得ることが困難となっているとの指摘があります。 

                        
３２ 「支持療法」とは、がんそのものによる症状やがん治療に伴う副作用・合併症・後遺症による症状を軽

減させるための予防、治療及びケアのこと 
３３ 「免疫チェックポイント阻害剤」とは、がん細胞が免疫細胞を抑制することを阻害し、体内に元々ある

免疫細胞ががん細胞に作用できるようにする薬剤のこと 
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（取り組むべき施策） 

手術療法については、関係団体と協力し、定型的な術式での治療が困難な一部の希

少がんや難治性がん等について、患者の一定の集約化を行うための仕組みの構築や多

領域の手術療法に対応できるような医師・医療チームの育成を支援します。 

 

放射線療法については、標準的な放射線療法の提供体制の均てん化を、引き続き、

支援します。 

 

患者の病態に応じた適切な薬物療法を提供するため、専門的な医師や薬剤師、看護

師、がん相談支援センターの相談員等の人材育成を支援します。また、免疫療法につ

いても正しい知識の提供に努めます。 

 

【個別目標】 

○ 拠点病院等のがん医療の質の向上に努めるとともに、国が検討する、新たながん医

療提供体制により、拠点病院等の整備指針の見直しが行われた際には、見直しを踏ま

えた拠点病院等の機能充実を支援します。 

 

（３）チーム医療の推進 

（現状・課題） 

患者とその家族が抱える様々な苦痛、悩み及び負担に応え、安全かつ安心で質の高

いがん医療を提供するため、多職種によるチーム医療の推進が必要です。 

 

県内の拠点病院等を中心に、これまで集学的治療等の提供体制の整備、キャンサー

ボードの実施、医科歯科連携、薬物療法における医療機関と薬局との連携、栄養サポ

ートやリハビリテーションの推進、緩和ケアの推進など、多職種によるチーム医療を

実施するための体制整備に努めています。 

 

在宅歯科診療については、高齢化の進行等に伴い、在宅歯科診療の必要性が今後

益々高まっていくとともに、口腔ケアが誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔

と全身疾患との関連が明らかになってきていることから、在宅歯科の医科、介護等と

の連携の強化を図る必要があります。 

 

在宅薬剤管理指導については、在宅における薬剤使用が適正に行われるよう、薬剤

師による患者、家族及び多職種間の薬剤情報の共有化、服薬状況の確認、服薬支援の

実施等、薬剤管理の取組みを促進するため、薬剤師と多職種との連携を強化する必要

があります。 

 

また、全ての拠点病院等に術中迅速病理診断が可能な体制の確保を求める中、全国
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的に病理診断医の不足が指摘されています。 

今後も、病院内外の多職種連携について、医療機関ごとの運用の差や、がん治療を

外来で受ける患者の増加による受療環境の変化によって、状況に応じた最適なチーム

を育成することや、発症から診断、入院治療、外来通院等のそれぞれのフェーズにお

いて、個々の患者の状況に応じたチーム医療を提供することが求められています。 

 

（取り組むべき施策） 

拠点病院等における医療従事者間の連携を更に強化するため、キャンサーボードへ

の多職種の参加を促します。また、一人ひとりの患者に必要な治療やケアについて、

それぞれの専門的な立場から議論がなされた上で、在宅での療養支援も含めて患者が

必要とする連携体制がとられるよう環境整備を支援します。 

 

   がん患者に対し、口腔の健康管理や歯科治療を促進するため、がん医療と歯科医療

との連携を支援します。また、在宅歯科診療については、在宅歯科医療機器の整備や

歯科医師会が運営する在宅歯科医療連携室を支援し、口腔と全身疾患との関連が明ら

かになってきていることから、在宅歯科の医科、介護等との連携の強化を図っていき

ます。 

 

在宅薬剤管理指導については、在宅療養における薬剤管理の取組を促進するため、

多職種連携の強化等の地域における取組みを支援します。 

 

なお、緩和ケアの推進については、「３ 尊厳を持って安心して暮らせる社会の構

築」の「（１） がんと診断された時からの緩和ケアの推進」に記載しています。 

 

【個別目標】 

○ がん患者が入院しているときや、外来通院しながら在宅で療養生活を送っていると

きなど、それぞれの状況において必要なサポートが受けられるようなチーム医療体制

の強化を支援します。  

 

（４）がんのリハビリテーション 

（現状・課題） 

がん治療の影響から、患者の嚥下
えんげ

や呼吸運動等の日常生活動作に障害が生じること

があります。また、病状の進行に伴い、次第に日常生活動作に障害を来し、著しく生

活の質が低下することが見られることから、がん領域でのリハビリテーションの重要

性が高まっています。 

県内の拠点病院等において、リハビリテーション科専門医が配置されている割合は、

４０．０％と低く、十分な体制が整備されているとは言えない状況にあります。 
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がん患者のリハビリテーションにおいては、機能回復や機能維持のみならず、社会

復帰という観点も踏まえ、外来や地域の医療機関において、リハビリテーションが必

要です。 

 

（取り組むべき施策） 

がん患者の社会復帰や社会協働という観点も踏まえ、がんリハビリテーションの実

態を把握し、リハビリテーション従事者へのがんリハビリテーションの普及を行いま

す。 

 

【個別目標】 

○ がんのリハビリテーションの実態を調査するとともに、がん患者のリハビリテーシ

ョン従事者への具体的な研修方法を検討し、人材育成に努めます。 

 

（５）支持療法の推進 

（現状・課題） 

国におけるがん患者の実態調査３４によって、がんによる症状や治療に伴う副作用・

後遺症に関する悩みのうち、しびれ（末梢神経障害）を始めとした薬物療法に関連し

た悩みの割合が、平成１５（２００３）年の１９．２％から平成２５（２０１３）年

には４４．３％と顕著に増加していることが明らかになりました。 

 

また、がん種別に見ると、胃がん患者については、胃切除術後の食事や体重減少に、

乳がん、子宮がん、卵巣がん、大腸がん等の患者については、リンパ浮腫による症状

に苦悩している者が多く、手術に関連した後遺症も大きな問題となっています。 

 

更に、がん治療の副作用に悩む患者が増加していますが、支持療法の研究開発は十

分でなく、このため、支持療法に関する診療ガイドラインも少なく、標準的治療が確

立していない状況にあります。 

 

（取り組むべき施策） 

国における支持療法に関する実態と研究の推進等の取組みを踏まえ、がん医療に携

わる医療従事者の質の向上を図ります。 

 

【個別目標】 

○ がん治療による副作用・合併症・後遺症により、患者とその家族の生活の質が低下

                        
３４ 静岡県立静岡がんセンターの「がんの社会学」に関する研究グループが実施（平成 25（2013）年）。詳細

は https://www.scchr.jp/book/houkokusho.htmlを参照 
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しないように、国が作成する患者視点の評価も重視した支持療法に関する診療ガイド

ラインを医療機関に普及します。 

 

（６） 希少がん及び難治性がん対策（それぞれのがんの特性に応じた対策） 

（現状・課題） 

希少がん及び難治性がんに関する研究については、平成２８（２０１６）年の基本

法の一部改正において、基本法第１９条第２項に「罹患している者の少ないがん及び

治癒が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるものとす

る」と明記されるなど、更なる対策が求められています。 

全国における希少がんは、個々のがん種としては頻度が低いものの、希少がん全体

としては、がん全体の一定の割合を占めています。 

 

国においては、平成２７（２０１５）年に開催された「希少がん医療・支援のあり

方に関する検討会」において、希少がんを「概ね罹患率人口１０万人当たり６例未満、

数が少ないため診療・受療上の課題が他のがん種に比べて大きいがん種」と定義し、

医療や支援のあり方に関する検討を行っています３５。 

また、希少がん診療については、専門的知識を有する質の高い医療従事者と各々の

希少がんを専門としない医療従事者に対する啓発等の課題も指摘されています。 

 

希少がん診療の集約化は進めるべきでありますが、患者のアクセスへの懸念、専門

施設と地域の拠点病院等や小児がん拠点病院とのシームレスな連携の必要性、専門的

知識を有する質の高い医療従事者を継続的に育成するシステムの必要性、各々の希少

がんを専門としない医療従事者に対する啓発等の課題も指摘されています。 

 

難治性がんは、早期発見が困難であり、治療抵抗性が高く、転移・再発しやすい等

の性質を持ち、５年相対生存率が改善されていない膵がんやスキルス胃がんのように、

有効な診断・治療法が開発されていないことが課題となっています。 

 

（取り組むべき施策） 

国における「希少がん対策ワーキンググループ」の検討状況を拠点病院等へ情報提

供するとともに、希少がんに係る診療ガイドライン等を拠点病院等へ普及を図ります。 

 

希少がん診療の集約化、アクセスの確保等や難治性がんの早期発見法、治療法等を

速やかに提供する体制の確保等の課題について、検討を進めます。 

 

                        
３５ 詳細な課題及び取り組むべき対策については「希少がん医療・支援のあり方に関する検討会報告書」を

参照。http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000095430.html 
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【個別目標】 

○ 県内の拠点病院等と国が２年以内に整備する希少がん診療に従事する医療従事者の

育成、基礎研究の支援等について、中核的な役割を担う医療機関とが、連携できるよ

う支援します。 

 

（７） 小児がん、ＡＹＡ世代のがん及び高齢者のがん対策  

がんは、小児及びＡＹＡ世代の病死の主な原因のひとつであるが、多種多様ながん

種を多く含むことや、成長発達の過程においても、乳幼児から小児期、活動性の高い

思春期・若年成人世代といった特徴あるライフステージで発症することから、これら

の世代のがんは、成人の希少がんとは異なる対策が求められています。特に、小児が

んについては、臨床研究の推進により治癒率は向上しているものの、依然として難治

症例も存在することから、十分な診療体制の構築とともに診断時から晩期合併症３６へ

の対応が必要です。  

高齢者のがん対策については、特に、７５歳以上の高齢者が対象となるような臨床

研究は限られているため、こうしたがん患者に提供すべき医療のあり方が課題となっ

ています。 

 

① 小児がんについて 

（現状・課題） 

県内においても専門医師や専門施設は少なく、小児がん患者の多くは、より経験の

ある施設での治療を求めることから、県外での治療を受けざるを得ない状況が推測さ

れます。このため、県内の小児がん患者の正確な把握も困難な状況にあり、また、患

者は成長発達期であることから、日常生活や教育など患者とその家族に向けた支援や

配慮も必要となっています。 

 

小児がんは、成人のがんと比較すると年間患者数は少ないものの、乳幼児から思春

期、若年成人まで幅広い年齢に発症し、がん種も多種多様となっています。 

 

患者・家族の希望に応じて在宅医療を実施できる支援体制の整備が求められていま

す。 

 

② ＡＹＡ世代のがんについて 

（現状・課題） 

ＡＹＡ世代に発症するがんについては、その診療体制が定まっておらず、また、小

                        
３６ 「晩期合併症」とは、がんの治療後における治療に関連した合併症又は疾患そのものによる後遺症等を

指し、身体的な合併症と心理社会的な問題がある。特に、成長期に治療を受けた場合、臓器障害や、身

体的発育や生殖機能の問題、神経・認知的な発達への影響など、成人とは異なる問題が生じることがあ

る。 
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児と成人領域の狭間で患者が適切な治療が受けられないおそれがあります。他の世代

に比べて患者数が少なく、疾患構成が多様であることから、医療従事者に診療や相談

支援の経験が蓄積されにくく、また、ＡＹＡ世代は、年代によって就学、就労、生殖

機能等の状況が異なり、患者視点での教育・就労・生殖機能の温存等に関する情報・

相談体制等が十分ではありません。心理社会的状況も様々であるため、個々のＡＹＡ

世代のがん患者の状況に応じた多様なニーズに対応できるよう、情報提供、支援体制

及び診療体制の整備等が求められています。 

 

③ 高齢者のがんについて 

（現状・課題） 

本県においては、人口の高齢化が急速に進んでおり、平成３７（２０２５）年には、

６５歳以上の高齢者の数が２５２，４５７人（全人口の３２．５％）に達すると推計さ

れています。 

また、今後、がん患者に占める高齢者の割合が増えることから、高齢のがん患者への

ケアの必要性があります。 

 

高齢者のがんについては、全身の状態が不良であることや併存疾患があること等によ

り、標準的治療の適応とならない場合や、主治医によって標準的治療を提供すべきでな

いと判断される場合等があり、こうした判断は、医師の裁量に任されているところであ

りますが、現状の診療ガイドライン等において、明確な判断基準は示されていません。 

 

（取り組むべき施策） 

小児がん拠点病院の整備を含む国の対策の動向を踏まえながら、小児がん拠点病院を

始めとする他都道府県の医療機関と県内の拠点病院等を中心とした医療機関との連携

を進めていきます。 

 

関係機関と協力し、治療に伴う生殖機能等への影響など、世代に応じた問題について、

医療従事者が患者に対して治療前に正確な情報提供が行えるよう支援します。 

また、必要に応じて、適切な生殖医療を専門とする施設に紹介できるための体制等を

支援します。 

 

【個別目標】 

○ 国における「小児がん医療・支援のあり方に関する検討会」及び「がん診療提供体

制のあり方に関する検討会」で見直された、小児がん拠点病院とがん診療連携拠点病

院等の整備指針について情報を提供します。 

 

（８）がん登録 

（現状・課題） 
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   本県においては、平成１９(２００７)年４月に県庁内に地域がん登録室を設置し、

地域がん登録事業を開始しました。 

こうした中、がん情報を漏れなく収集するため、平成２８（２０１６）年１月から、

がん登録等の推進に関する法律（平成２５年法律第１１１号）に基づく全国がん登録

が開始され、病院及び知事が指定した診療所（以下「病院等」という）等で診断され

たがんの種類や進行度等の情報が、病院等から都道府県を通じて国立がん研究センタ

ーへ届出され、一元的に管理されることとなりました。 

 

正確な情報に基づくがん対策の実施及び各地域の実情に応じた施策の実施、がんの

リスクやがん予防等についての研究の進展並びに患者やその家族等に対する適切な情

報提供が期待されています。 

 

また、拠点病院等においては、全国がん登録に加えて、従前より、より詳細ながん

の罹患・診療に関する情報を収集する院内がん登録が実施されています。 

 

がん登録によって得られる情報を、患者にとってより理解しやすい形に加工して提

供する必要があります。 

 

（取り組むべき施策） 

がん罹患状況や生存率等のがん登録データを用いて、予防、普及啓発、医療提供体制

の構築等の施策を立案する上で参考となる資料を定期的に作成し公表します。 

 

山梨県がん登録情報の利活用については、他のがんのデータとの連携について、個人

情報の保護に配慮しながら検討します。 

 

【個別目標】 

○ がん登録によって得られた情報を利活用することによって、がん対策を評価すると

ともに、県民等に適切な情報提供を進めます。 
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３ 尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築 

～がんになっても自分らしく生きることのできる地域共生社会を実現する～ 

 

がん患者が、がんと共生していくためには、患者本人ががんと共存していくこと及び

患者と社会が協働・連携していくことが重要です。 

平成２８（２０１６）年に改正された基本法の基本理念には、新たに「がん患者が尊

厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その置

かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他の

必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者に関する国民の理解が

深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備が図られるこ

と」という条文が加えられ、また、その実現のために、がん対策は「国、地方公共団体、

第５条に規定する医療保険者、医師、事業主、学校、がん対策に係る活動を行う民間の

団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に実施されること」とされました。 

本計画においては、これらの事項を実践するため、「がんとの共生」を全体目標に掲げ、

がん患者が住み慣れた地域社会で生活をしていく中で、必要な支援を受けることができ

る環境整備を目指します。 

 

（１）がんと診断された時からの緩和ケアの推進 

緩和ケアについては、基本法第１５条において、「がんその他の特定の疾病に罹患

した者に係る身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安を緩和することによ

りその療養生活の質の維持向上を図ることを主たる目的とする治療、看護その他の行

為をいう」と定義されています。また、基本法第１７条において、がん患者の療養生

活の質の維持向上のために必要な施策として、「緩和ケアが診断の時から適切に提供さ

れるようにすること」と明記されています。このように、緩和ケアとは、身体的・精

神心理的・社会的苦痛等の「全人的な苦痛」への対応（全人的なケア）を診断時から

行うことを通じて、患者とその家族のＱＯＬ３７の向上を目標とするものであります。 

 

本県のがん対策において、「緩和ケアの推進」については、第１次計画から、「重点

的に取り組むべき課題」に掲げてきました。この１０年間で、拠点病院等において、

緩和ケアチームや緩和ケア外来等の専門部門を整備することや、がん診療に携わる医

師に対して、基本的な緩和ケアの知識と技術を習得させるための緩和ケア研修会を開

催することなど、緩和ケアの充実を図るよう支援してきました。 

 

引き続き、患者とその家族の状況に応じて、がんと診断された時から身体的・精神

心理的・社会的苦痛等に対する適切な緩和ケアを、患者の療養の場所を問わず提供で

きる体制を整備していく必要があります。その際、緩和ケアが、がん治療に伴う副作

                        
３７ ＱＯＬ(Quality Of Life)＝生活の質 
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用・合併症・後遺症に対する支持療法と併せて提供されることで、苦痛が迅速かつ十

分に緩和されるようにする必要があります。 

 

① 緩和ケアの提供について 

（現状・課題） 

これまで、県では、拠点病院等における、緩和ケアチームや緩和ケア外来の専門部

門の整備を支援してきました。拠点病院等に、緩和ケアチーム等の設置が進むととも

に、苦痛のスクリーニング３８が実施されるようになってきましたが、患者とその家族

に提供された緩和ケアの質については、第２期基本計画の中間評価において、「身体的

苦痛や精神心理的苦痛の緩和が十分に行われていないがん患者が３～４割ほどいる」

との指摘や、本県においても平成２８（２０１６）年に実施したがん患者就労・療養

生活調査で、「身体的苦痛や精神心理的苦痛を感じているがん患者が３～５割ほどいる」

との結果があり、苦痛のスクリーニングによって、患者の苦痛が汲み上げられたとし

ても、主治医から緩和ケアチームへとつなぐ３９体制が機能していない可能性が指摘さ

れています。 

 

緩和ケアは、全人的なケアが必要な領域であり、多職種による連携を促進する必要

があります。このため、互いの役割や専門性を理解し、共有することが可能な体制を

整備する必要があります。 

 

（取り組むべき施策） 

拠点病院等が、がん疼痛
とうつう

等の苦痛のスクリーニングを診断時から行うなど、がん診

療に緩和ケアを組み入れるよう支援します。 

 

拠点病院等における連携を強化し、緩和ケアの機能を十分に発揮できるようにする

ため、院内のコーディネート機能や、緩和ケアの質を評価し改善する機能の強化を支

援します。 

 

② 緩和ケア研修会について 

（現状・課題） 

第２次の計画では、がん診療に携わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケアを理解

し、知識と技術を習得すること、特に、拠点病院において、がん診療に携わる全ての

                        
３８ 「苦痛のスクリーニング」とは、診断や治療方針の変更の時に、身体的苦痛や精神心理的苦痛、社会的

苦痛など、患者とその家族にとって重要な問題でありながらも取り上げられにくい問題について、医

療従事者が診療の場面で定期的に確認し、話し合う機会を確保すること 
３９  ここでいう「つなぐ」とは、医療従事者が専門的な緩和ケアについて、緩和ケアチームや緩和ケア外来

等に相談し、その後も双方向性に協働すること 
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医師が緩和ケア研修を修了することを目標としてきました。緩和ケア研修会の修了者

数については、平成２９（２０１７）年３月末時点で、７１７人と増加しています。       

しかし、拠点病院における、がん患者の主治医や担当医となる医師の研修会受講率

は、平成２９（２０１７）年３月末時点で、８割にとどまっており、より一層の受講

促進が求められます。 

 

研修会の内容や形式については、患者の視点や遺族調査等の結果を取り入れること、

主治医と専門的な緩和ケア部門との連携方法をプログラムに入れること及び地域の医

師も受講しやすいよう利便性を改善することが求められています。また、がん患者の

家族、遺族等に対するグリーフケア４０についても、研修会を通じて充実を図ることが

求められています。 

 

初期臨床研修の期間に、医師が基本的な緩和ケアの概念を学ぶこと４１は重要です。

基本的な緩和ケアの習得のために、初期臨床研修の２年間で、全ての研修医が研修会

を受講することが必要と指摘があります。 

 

（取り組むべき施策） 

国が推進する方向性を踏まえて、拠点病院等が、拠点病院等以外の医療機関を対象と

して、基本的な緩和ケアを実践できる人材が育成できるよう支援します。 

 

③ 緩和ケアに関する普及啓発について 

（現状・課題） 

平成２８（２０１６）年「がん対策に関するアンケート調査」において、「緩和ケ

アを開始すべき時期」については、「がんの治療が始まったときから」５９．４％とな

っており、がんと診断された時からの緩和ケアの推進については、一定の成果を上げ

ています。しかし、緩和ケアについては、未だに終末期のケアであるという誤解や医

療用麻薬に対する誤解があることなど、その意義や必要性について、患者・医療従事

者を含む県民に十分周知されていない状況にあります。 

 

（取り組むべき施策） 

患者とその家族が、痛みやつらさを感じることなく過ごすことができるよう、県民、

医療従事者、事業主等に対して、正しい知識の普及啓発を行います。 

 

 

                        
４０ 「グリーフケア」とは、大切な人を失い、残された家族等の身近な者が悲しみを癒やす過程を支える取

組みのこと。また、「ビリーブメントケア」ともいう。 
４１  「臨床研修の到達目標（厚生労働省）」において、経験目標として「緩和ケア、終末期医療」について

盛り込まれている。 
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【個別目標】 

○ 都道府県がん診療連携拠点病院である山梨県立中央病院の「緩和ケアセンター４２」

の機能のより一層の充実を支援します。 

 

○ 拠点病院等のがん診療に携わる全ての医療従事者が、精神心理的・社会的苦痛にも

対応できるよう、基本的な緩和ケアの習得を支援します。 

 

（２） 相談支援及び情報提供 

医療技術や情報端末が進歩し、患者の療養生活が多様化する中で、拠点病院等のが

ん相談支援センターが中心となって、患者とその家族のみならず、医療従事者が抱く

治療上の疑問や、精神的・心理社会的な悩みに対応していくことが求められています。     

また、がんに関する情報があふれる中で、患者と家族が、その地域において確実に、

必要な情報（治療を受けられる医療機関、がんの症状・治療・費用、民間団体や患者

団体等の活動等）にアクセスできるような環境を整備していくことが求められていま

す。 

 

① 相談支援について 

（現状・課題） 

拠点病院等のがん相談支援センターは、自院の患者だけでなく、他院の患者や医療

機関からの相談にも対応しており、相談件数は、年々増加しています。 

 

しかし、平成２８（２０１６）年「がん対策に関するアンケート調査」において、

がん相談支援センターを知っているかについては、「知っている」１８．２％、「名前

は聞いたことがある」２２．８％にとどまっていました。 

また、がんに関する様々な相談をワンストップで対応することを目的とした地域統

括相談支援センター４３を山梨県がん患者サポートセンターとして設置し、病院以外の

場においても相談を可能としていますが、「知っている」５．８％、「名前を聞いたこ

とがある」１７．４％と低い状況でした。 

 

相談内容が多様化しており、人材の適切な配置や相談支援に携わる者に対する更な

る研修の必要性が指摘されています。 

 

がん患者にとって、同じような経験を持つ者による相談支援や情報提供及び患者同

                        
４２ 「緩和ケアセンター」とは、拠点病院等において、緩和ケアチーム、緩和ケア外来、緩和ケア病棟等の

専門的な緩和ケアを統括する院内拠点組織のこと 
４３ 「地域統括相談支援センター」とは、平成 23（2011）年度から都道府県健康対策推進事業の一環として

開始。全国に14か所ある（平成29（2017）年３月時点）。 
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士の体験共有ができる場の存在は重要であることから、ピア・サポート４４研修を行い、

ピア・サポーターを養成しています。いくつかの拠点病院等で、ピア・サポーターの

活動が始まっています。 

 

（取り組むべき施策） 

患者が、治療の早期からがん相談支援センターの存在を認識し、必要に応じて確実

に支援を受けられるようにするため、拠点病院等はがん相談支援センターの目的と利

用方法を院内に周知すること、主治医等の医療従事者が、診断早期に患者や家族へが

ん相談支援センターを説明することなど、院内でのがん相談支援センターの利用促進

に努めます。 

 

拠点病院等が、がん相談支援センターの院内・院外への広報、都道府県がん診療連

携拠点病院連絡協議会情報提供・相談支援部会４５等を通じて、ネットワークの形成や、

相談者からのフィードバックを得るための取組み、ＰＤＣＡサイクル４６による相談支

援の質の担保と格差の解消を図ることを支援します。 

 

ピア・サポートについては、国が見直した研修プログラムを取り入れた養成研修を

行うとともに、ピア・サポートの普及を図ります。 

 

② 情報提供について 

（現状・課題） 

平成２８（２０１６）年「がん対策に関するアンケート調査」において、がんに関

する情報については、テレビを通じて得ている県民は６８％と一番高く、新聞４０％、

病院３７％、インターネット３２％の順でした。 

しかし、がんに関する情報の中には、科学的根拠に基づいているとはいえない情報

が含まれていることがあり、県民が正しい情報を得られない場合があります。 

また、コミュニケーションに配慮が必要な者や、日本語を母国語としていない者に

対して、音声資料や点字資料等の普及や周知が不十分であること等が指摘されていま

す。 

                        
４４ 「ピア・サポート」とは、患者・経験者やその家族がピア（仲間）として体験を共有し、共に考えるこ

とで、患者や家族等を支援すること 
４５ 「都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会情報提供・相談支援部会」とは、都道府県がん診療連携拠

点病院の機能強化や、都道府県がん診療連携拠点病院と都道府県内の地域がん診療連携拠点病院や地域

がん診療病院等との連携強化について協議するために設置された、都道府県がん診療連携拠点病院連絡

協議会の下に設けられた４部会のうちの１つ 
４６ 「PDCAサイクル」とは、事業活動における生産管理や品質管理等の管理業務を円滑に進める手法の１つ。

Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）の４段階を繰り返すことによって、業務を継

続的に改善すること 
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（取り組むべき施策） 

国、国立がん研究センター及び関係学会等から発信される、科学的根拠に基づいたが

んに関する様々な情報を県民に提供します。 

 

また、関係団体と協力して、障害等の関係でコミュニケーションに配慮が必要な者や

日本語を母国語としていない者の情報へのアクセスを確保するため、国及び国立がん研

究センターが作成する音声資料や点字資料等の普及に努めます。 

 

【個別目標】 

○ ピア・サポーターの養成を行い、拠点病院等のがん相談支援センターにおけるピ 

ア・サポーターの活動を推進します。 

 

（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援 

がん患者がいつでもどこに居ても、安心して生活し、尊厳を持って自分らしく生き

ることのできる地域共生社会を実現するためには、がん対策のための社会連携を強化

し、積極的な患者・家族に対する支援を実践することが必要です。具体的には、県民

ががんという病気を理解し、予防や検診を実践し、更に、地域におけるがん医療提供

体制の整備を進めることによって、地域における「がんとの共生社会」を実現させる

ことが重要です。 

 

① 拠点病院等と地域との連携について 

（現状・課題） 

拠点病院等においては、整備指針に基づき、在宅療養支援診療所・病院、緩和ケア

病棟等と協働するためのカンファレンスを開催するなど、切れ目のないがん医療を提

供するための体制整備を進めてきました。 

 

しかし、拠点病院等と地域の医療機関とが連携して取り組む相談支援、緩和ケア等

については、地域間で取組みに差があります。 

 

「地域連携クリティカルパス」は、拠点病院等が地域の医療機関と連携し、切れ目

のないがん医療を提供するためのツールですが、その運用は、それぞれの拠点病院等

に任されており、運用の状況に差があります。 

拠点病院等と、在宅医療を提供する医療機関、薬局、訪問看護ステーション等との

連携体制が十分に構築できていないことから、退院後も、継続的な疼痛緩和治療を在

宅で受けることができるようにする必要があります。 

 

がん患者がニーズに応じて利活用できる機関としては、医療機関以外にも、地域統
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括相談支援センター（山梨県がん患者サポートセンター）、地域包括支援センター４７等

が設置されていますが、これらの機関の連携についても、地域ごとに差があり、利用

が進まない状況にあります。 

 

（取り組むべき施策） 

拠点病院等が、緩和ケアについて定期的に検討する場を設け、緊急時の受入れ体制、

地域での困難事例への対応について協議すること等によって、地域における患者支援

の充実を図ることを支援します。 

 

② 在宅緩和ケアについて 

（現状・課題） 

がん診療機能を有する医療機関と在宅医療機関との間で診療情報や治療計画を共

有するなど連携が必要です。 

退院支援については、在宅医療にスムーズに移行していくためには、入院医療機関

と在宅医療に係る機関の円滑な連携により、切れ目のない継続的な医療体制の確保が

求められています。 

   このため、退院後の療養場所の検討や地域の医療・介護資源の調整を行い、患者の

病状や治療方針等を在宅医療等に係る機関に伝達するとともに、再入院が必要となっ

た際には、患者情報の収集を行う、退院支援担当者の役割が重要です。 

 

入院医療機関は、退院後の患者の病状や対応について、カンファレンスや連絡票の 

送付等により在宅医療に係る機関と情報共有を図ることが必要です。 

   また、在宅医療に係る機関においては、退院した患者の病状や対応に関する情報の

共有を図るとともに、他の医療介護施設に情報提供を行い、地域の在宅医療関係者と

の連携を強化していくことが必要です。 

 

医療と介護の連携については、住み慣れた生活の場において必要な医療・介護サー

ビスが受けられ、安心して自分らしい生活を実現できる体制整備が求められています。 

このため、身近な地域が主体となって、地域住民が必要とする医療・介護サービス

を包括的にコーディネートすることができる体制の構築が必要です。 

また、限りある医療・介護資源を効率的に活用していくため、医療・介護分野に係

る多職種の関係者の緊密な連携と資質の向上が必要です。 

                        
４７ 「地域包括支援センター」とは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員

等の配置による３職種のチームアプローチによって、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な

援助を行うことで、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設のこ

と（介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の46第１項）。全国に４，６８５か所ある（平成27(2015)

年4月末時点）。 
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急変時の対応としては、在宅療養者の病状の急変時に対応できるよう、在宅医療を

担う病院・診療所・訪問看護ステーションと入院機能を有する病院・診療所との円滑

な連携による診療体制を確保することが求められています。 

 

また、病状急変時の連絡先をあらかじめ在宅療養者や家族に提示することや２４時

間対応が自院で難しい場合に、近隣の病院や診療所、訪問看護ステーション等との連

携により、２４時間対応が可能な体制を確保することが必要です。 

 

在宅療養支援病院、有床診療所等において、連携している医療機関（特に無床診療

所）が担当する在宅療養者の病状が急変した際に、必要に応じて一時受け入れを行う

こと及び重症で対応できない場合には、他の医療機関と連携して適切な医療を提供す

る体制を構築することが必要です。 

 

（取り組むべき施策） 

地域の緩和ケアに係る在宅医療機関とがん診療連携拠点病院を始めとする診療機

能を有する医療機関との連携体制を充実します。 

 

退院支援については、円滑で適切な退院支援が行われるよう、在宅医療・介護従事

者等による会議等や関係団体を通じ、退院支援担当者の設置や退院時のカンファレン

ス・連絡票等による情報共有により対応を促進します。 

 

入院医療機関と在宅医療に係る機関や介護関係者との連携体制の構築を推進する

ため、「地域包括ケアシステムの構築に向けた医療と介護の連携指針」や「退院支援マ

ネジメントガイドライン」の活用を推進します。 

 

訪問看護ステーションと入院医療機関に勤務する看護師の相互交流による研修の

実施等により、入院医療機関と在宅医療に係る機関について、退院後の療養生活や地

域で利用可能な在宅医療・介護サービスについて認識の共有化を図り、継続的な医療

体制の確保を推進します。 

 

医療と介護の連携については、医療職と介護職の間の調整役となる人材（トータル

サポートマネジャー）を育成するため、訪問看護ステーション等の看護職員への研修

を実施します。 

急変時の対応としては、在宅医療・介護従事者等による会議等や多職種の研修会に

加え、医師会が平成３０年に開設を予定している在宅医療総合支援センターにおける

医師や多職種の連携促進を通じ、２４時間対応が困難な在宅医療に係る機関と在宅療

養支援病院・診療所や２４時間対応可能な訪問看護事業所などとの連携を促進すると

ともに、在宅医療に係る機関で対応できない急変時に入院医療機関への円滑な搬送が
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行われるよう調整等を図ります。 

 

訪問看護の更なる充実を図るため、訪問看護の実態調査や現状の課題・対策の検討

を行う訪問看護推進協議会を開催するとともに、訪問看護ステーションと入院医療機

関に勤務する看護師の相互交流による研修を実施します。 

   また、訪問看護支援センターにより、医療機関や訪問看護ステーション間との連携・

調整やネットワーク化、新人訪問看護師等の人材育成を図ることにより、県内の訪問

看護ステーション等を総合的に支援し、訪問看護体制の充実を図ります。 

 

【個別目標】 

○ 国における拠点病院等の整備指針の見直しの結果を踏まえ、機能を更に充実させ 

ます。 

 

（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題（サバイバーシップ支援４８） 

がん患者には、身体的、精神的な苦痛のみならず、社会的な苦痛があることから、

第２次計画では、重点的に取り組むべき課題として、「働く世代や小児へのがん対策の

充実」を掲げ、働く世代に対して、主に就労支援に関する対策に取り組んできました。 

 

しかし、平成２８（２０１６）年に実施した「がん対策に関するアンケート調査」

において、がんの治療や検査のため２週間に１度程病院に通う場合働き続けられる環

境だと思う」が全国の２８．９％より更に低い１９．７％であり、依然として、働く

世代のがん患者が働き続けることが難しという状況にあります。 

 

また、がん患者が、がんと共に生きていくためには、就労支援のみならず、治療に

伴う外見（アピアランス）の変化、生殖機能の喪失及びがん患者の自殺といった社会

的な課題への対策が求められています。 

 

① 就労支援について 

地域がん登録全国推計による全国の年齢別がん罹患者数データによれば、平成２４

（２０１２）年において、がん患者の約３人に１人は、２０歳から６４歳までの就労

可能年齢でがんに罹患しています４９。また、平成１４（２００２）年において、２０

歳から６４歳までのがんの罹患者数は、約１９万人であったが、平成２４（２０１２）

年における２０歳から６４歳までの罹患者数は、約２６万人に増加しており、就労可

                        
４８ 「サバイバーシップ支援」とは、がんになったその後を生きていく上で直面する課題を乗り越えていく

ためのサポートのこと 
４９ 全がん罹患者数86.5万人のうち、20歳から64歳の者は26万人（地域がん登録全国推計値（平成24（2012）

年）より） 
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能年齢でがんに罹患している者の数は、増加しています。 

 

なお、地域がん登録全国推計による本県の年齢別がん罹患者数データによれば、平

成２５（２０１３）年においては、５，１１６人ががんに罹患し、その内１，４１１

人が２０歳から６４歳までの就労可能年齢で、がん患者の３．６人に１人が２０歳か

ら６４歳でした。 

 

また、がん医療の進歩により、我が国の全がんの５年相対生存率は、５６．９％（平

成１２（２０００）年～平成１４（２００２）年）、５８．６％（平成１５（２００３）

年～平成１７（２００５）年）、６２．１％（平成１８（２００６）年～平成２０（２

００８）年）と年々上昇しています。本県の全がんの５年相対生存率は、６５．１％

（平成２０（２００８）年～平成２１（２００９）年）で、国より高く、がん患者・

経験者が長期生存し、働きながらがん治療を受ける可能性が高まっています。 

 

このため、がんになっても自分らしく活き活きと働き、安心して暮らせる社会の構

築が重要となっており、がん患者の離職防止や再就職のための就労支援を充実させて

いくことが強く求められています。 

 

(ア)  医療機関等における就労支援について 

（現状・課題） 

平成２８（２０１６）年に実施した「がん患者就労・療養生活調査」５０において、

事業主の就業継続への理解は、通院加療中のがん患者は６７．８％、がん経験者は

３８．１％でした。治療に伴う退職は、通院加療中のがん患者は１８．７％であり、

がん経験者の３９．１％に比べ改善していました。しかし、治療と仕事の両立に苦

慮した者は、通院加療中のがん患者は７８．７％、がん経験者は７７．８％であり

引き続き、がん患者の離職防止を支援していくことが必要です。 

また、医療機関や企業に相談する前に離職する者が少なからずいるにもかかわら

ず、がん相談支援センターの利用は、１３．１％と低い状況でした。 

 

拠点病院等では、専門的な就労相談に対応するため、がん相談支援センターを中

心に、社会保険労務士等の就労に関する専門家の活用が全国では、いくつかの病院

で始まっています。 

 

がん患者の職場復帰や治療と仕事の両立について、企業は、支援を必要とするが

ん患者に対し、患者の治療状況等についての主治医の意見書等の必要な情報を踏ま

                        
５０ 山梨県がん診療連携拠点病院通院治療室のがん患者約３００人及び、がん患者団体に属するがん経験者

約５０人を対象にアンケート調査を実施 
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えた上で、就業上の措置等を講ずることが重要です。その場合においては、必要に

応じて、「両立支援プラン／職場復職支援プラン」を作成することが望ましいが、

がん患者自身が自身の治療状況や生活環境、勤務情報等を整理することは難しい場

合があるため、がん患者が自分の置かれている状況を整理した上で、復職について

相談できるよう、患者に寄り添った相談支援を充実させていくことが求められてい

ます。 

 

このため、国では、がん相談支援センターでの相談支援に加え、転職や再就職の

相談に対応するため、公共職業安定所に配置されている「就職支援ナビゲーター５１」

と拠点病院等と連携した就職支援事業等に取り組んでいます。また、いくつかのが

ん相談支援センターにハローワークの出張窓口が設置されています。 

今後は、更なる事業の拡充が求められるほか、がん患者の再就職については、再

就職後の治療と仕事の両立状況を把握した上で、より良い支援を行う必要がありま

す。 

 

（取り組むべき施策） 

診断早期の離職を防止するために発行した「事業者のためのがん治療と仕事の両

立支援ハンドブック」のがん相談支援センターでの活用を促し、患者に寄り添った

相談支援を充実します。 

 

(イ) 職場や地域における就労支援について 

（現状・課題） 

平成２８（２０１６）年に実施した「がん患者就労・療養生活調査」において、

がん患者が働き続けるために必要な取組みとして、「配置転換」、「時間短縮」等が

上位に挙がっており、柔軟な勤務制度や休暇制度の導入が求められています。 

 

県は、企業ががん治療の特徴を踏まえた治療と仕事の両立支援を行えるよう、が

んに関する知識やがんの治療に必要な配慮等を盛り込んだ「事業者のためのがん治

療と仕事の両立支援ハンドブック」を発行し、企業等に活用を促しました。今後更

に、がん患者の治療と職業生活の両立支援を促すために、普及を図る必要がありま

す。 

 

また、山梨労働局が設置する地域における就労支援に関係する者などで構成する 

チームに参画し、がん患者・経験者に対する就労支援を推進します。 

 

                        
５１ 「就職支援ナビゲーター」とは、公共職業安定所に配置されているがん患者等の就職支援に対応する専

門相談員のこと 
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② 就労以外の社会的な問題について 

（現状・課題） 

がんに罹患して治療を受けている者は、現在全国で１６３万人５２で、がんの治療成

績の向上に伴い、がん経験者は増加し、就労支援のみならず、がん患者・経験者のＱ

ＯＬ向上に向けた取組みが求められます。 

 

社会的な問題としては、がんに対する「偏見」があり、地域によっては、がんの罹

患そのものが日常生活の大きな障壁となること、自身ががんであることを自由に話す

ことができず、がん患者が社会から隔離されてしまうことがあることや、がん治療に

伴う外見（アピアランス）の変化（爪・皮膚の障害、脱毛等）、診療早期における生殖

機能の温存、後遺症及び性生活（セクシャリティ）に関する相談支援並びに情報提供

の体制が構築されていないこと等が指摘されています。 

 

また、我が国のがん患者の自殺は、診断後１年以内が多いという報告５３があります

が、拠点病院等であっても相談体制等が十分でない状況にあります。 

 

更に、障害のあるがん患者に関する課題は明確になっておらず、障害のあるがん患

者にどのような対応が必要かということについて、行政と医療従事者での問題意識の

共有が十分ではありません。 

 

（取り組むべき施策） 

企業が、社員研修等により、がんを知り、がん患者への理解を深め、がん患者が働

きやすい社内風土づくりを行うよう努めることを支援します。 

 

学校におけるがん教育だけでなく、がんに対する「偏見」の払拭や県民全体に対す

る健康についての啓発につながるよう、民間団体や患者団体等の取組みを支援し、が

んに関する正しい知識を得る機会を設けます。 

 

がん患者の更なるＱＯＬの向上を目指し、がん治療に伴う外見（アピアランス）の

変化等に対する理解を促進し「偏見」を軽減できるよう普及啓発を図ります。 

 

また、生殖機能の温存等について医療従事者等に情報提供を行い、的確な時期に治

療の選択ができるよう、相談支援や情報提供ができるように支援します。 

 

がん患者の自殺を防止するためには、がん相談支援センターを中心とした自殺防止

                        
５２ 平成26（2014）年「患者調査」 
５３ 「Psychooncology 2014;23:1034-41.」より引用  
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のためのセーフティーネットが必要であることから、県自殺防止センターとの連携を

図ります。 

 

【個別目標】 

○ 国が作成する医療機関向けの「企業との連携のためのマニュアル」の普及を図りま

す。 

 

○ がん治療に伴う外見（アピアランス）の変化等に対する理解を促進し、「偏見」を軽

減するため、広報媒体や県ホームページの活用などによる普及啓発を図ります。 

 

（５）ライフステージに応じたがん対策 

がんによって、個々のライフステージごとに、異なった身体的問題、精神心理的問

題及び社会的問題が生じることから、小児・ＡＹＡ世代や高齢者等の「ライフステー

ジに応じたがん対策」を講じていく必要があります。 

 

小児・ＡＹＡ世代のがん患者に対する教育については、平成２８（２０１６）年の

基本法の一部改正によって、第２１条に、「国及び地方公共団体は、小児がんの患者そ

の他のがん患者が必要な教育と適切な治療とのいずれをも継続的かつ円滑に受けるこ

とができるよう、必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする」と明記

されるなど、更なる対策が求められています。 

 

① 小児・ＡＹＡ世代について 

（現状・課題） 

小児・ＡＹＡ世代のがんは、他の世代に比べて患者数が少なく、疾患構成も多様で

あり、医療従事者に診療や相談支援の経験が蓄積されにくいこと、乳幼児から思春期・

若年成人世代まで幅広いライフステージで発症し、晩期合併症のため、治療後も長期

にわたりフォローアップを要すること及び年代によって就学、就労、生殖機能等の状

況が異なり、心理社会的状況も様々であって個々の状況に応じた多様なニーズが存在

することから、成人のがんとは異なる対策が求められています。  

 

小児・ＡＹＡ世代のがん患者の中には、成長過程にあり、教育を受けている者がい

ることから、治療による身体的・精神的な苦痛を伴いながら学業を継続することを余

儀なくされている者がいます。しかし、小児・ＡＹＡ世代のがん患者のサポート体制

は、必ずしも十分なものではなく、特に、高校教育の段階においては、取組みが遅れ

ており、小児・ＡＹＡ世代のがん患者が治療を受けながら学業を継続できるよう、入

院中・療養中の教育支援、退院後の学校・地域での受入れ体制の整備等の教育環境の

更なる整備が求められています。 
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小児・ＡＹＡ世代のがん経験者は、晩期合併症等により、就職が困難な場合がある

ため、就労支援に当たっては、成人発症のがん患者とニーズや課題が異なることを踏

まえる必要があります。利用可能な制度や相談機関が、がん患者・経験者と家族に周

知されていない場合があることや、周知されていても十分に活用されていない場合が

あります。 

 

② 高齢者について 

（現状・課題） 

高齢者は、入院をきっかけに認知症と診断される場合や、既にある認知症の症状が

悪化する場合があるため、がん医療における意思決定等について、今後一定の基準が

必要と考えられています。 

 

高齢者ががんに罹患した際には、医療と介護との連携の下で適切ながん医療を受け

られることが重要であり、医療従事者のみならず、介護従事者についても、がんに関

する十分な知識が必要とされています。 

 

（取り組むべき施策） 

医療従事者と教育関係者との連携を強化するとともに、療養中においても適切な教

育を受けることのできる環境の整備や、復学・就学支援など、療養中の児童等に対す

る特別支援教育をより一層充実させます。 

 

また、小児・ＡＹＡ世代のがん患者の長期フォローアップ５４については、晩期合併

症への対応、保育・教育・就労・自立・心理的課題に関する支援を含め、ライフステ

ージに応じて成人診療科と連携した切れ目のない相談等を支援します。 

 

国においては、認知症等を合併したがん患者や、看取り期における高齢のがん患者

の意思決定を支援するための方策や高齢のがん患者を支援するため、医療機関・介護

施設等の医師、医療従事者及び介護従事者が連携し、患者とその家族の意思決定に沿

った形で患者の療養生活を支えるための方策を検討することから、その検討状況など

の情報を関係者へ提供します。 

 

【個別目標】 

○ 小児慢性特定疾患児童等自立支援事業により、長期の療養が必要な児童等に対し、

関係機関との連絡調整等を実施し、成人期に向けた切れ目ない支援により自立、就労

                        
５４  「長期フォローアップ」とは、原疾患の治療がほぼ終了し、診療の重点が晩期合併症、後遺症や副作用

対策が主となった時点からの対応のこと（出典：がん対策推進協議会小児がん専門委員会資料）。 
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の支援の充実を図ります。 

 

４ これらを支える基盤の整備 

がん対策における横断的な対応が必要とされる基盤として、「がん研究」、「人材育成」

及び「がん教育・がんに関する知識の普及啓発」を位置づけ、一層の対策を講じます。 

 

（１）がん研究 

（現状・課題） 

がんの治療は、日進月歩であることから、新たな研究についても論議しながら、拠

点病院等における臨床研究及び調査研究体制を整備することが求められています。 

 

（取り組むべき施策） 

新たな治療法の開発が期待できるゲノム医療や免疫療法に関する研究を推進しま

す。 

 

【個別目標】 

○ ゲノム医療や免疫療法について、ゲノム情報等を活用し、個々のがん患者に最適な

医療の提供体制を整備することにより、研究の推進を支援します。 

 

（２）人材育成 

（現状・課題） 

県内の拠点病院等を中心に、集学的治療等の提供については、引き続き、手術療法、

放射線療法、薬物療法及び免疫療法を専門的に行う医療従事者を養成するとともに、

こうした医療従事者と協力して、がん医療に関する基本的な知識や技能を有し、がん

医療を支えることのできる薬剤師、看護師等の人材を養成していく必要があります。 

 

拠点病院等を中心に、医療チームによる適切な集学的治療等を提供するために、国

では「がん対策推進総合研究事業」における外科医の育成プログラム、病理医育成ネ

ットワーク、緩和ケア研修等の人材育成のための支援を行ってきました。 

 

（取り組むべき施策） 

がん医療に携わる医療従事者を育成し、確保するため、拠点病院等において、こう

した医療従事者が研修を受けやすい環境整備に努めます。 

 

【個別目標】 

○ 国が進める、今後のがん医療や支援に必要な人材と、幅広い育成のあり方について

の検討結果を踏まえて人材を育成します。  
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（３）がん教育・がんに関する知識の普及啓発 

（現状・課題） 

基本法第２３条では、「国及び地方公共団体は、国民が、がんに関する知識及びが

ん患者に関する理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけるがん

に関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする」とされています。 

 

健康については、子どもの頃から教育を受けることが重要であり、子どもが健康と

命の大切さについて学び、自らの健康を適切に管理するとともに、がんに対する正し

い知識、がん患者への理解及び命の大切さに対する認識を深めることが大切です。こ

れらをより一層効果的なものとするため、医師やがん患者・経験者等の外部講師を活

用し、子どもに、がんの正しい知識やがん患者・経験者の声を伝えることが重要です。 

 

また、拠点病院等のがん相談支援センターや、国立がん研究センターがん情報サー

ビスにおいて、がんに関する情報提供を行っていますが、それらが県民に十分に周知

されていないとの指摘があります。  

 

（取り組むべき施策） 

県教育委員会では、福祉保健部と連携するとともに、医師会や患者団体等の関係団

体とも協力しながら、また、学校医やがん医療に携わる医師、がん患者・経験者等の

外部講師を活用しながら、がん教育を実施します。 

 

がんに関する知識の普及啓発を普及啓発キャンペーンや県ホームページ等におい

て、引き続き実施するとともに、拠点病院等のがん相談支援センターや県がん患者サ

ポートセンター等の活動を広報します。 

 

【個別目標】 

○ 県教育委員会では、外部講師の活用状況を把握し、更なるがん教育の充実に努めま

す。 

 

○ 県民が、がん予防や早期発見の重要性を認識し、自分や身近な人ががんに罹患して

も、そのことを正しく理解し向き合うことができるよう、がんに関する知識の普及啓

発を更に進めます。 
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第５章 がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

 

１ 目標の達成状況の把握 

全体目標及び個別目標を達成するため、がん対策に関する年間実施計画を作成し、公

表します。 

また、計画の進捗状況を把握し、管理するため、分野別施策の実施状況並びに全体目

標及び個別目標の達成状況について、山梨県がん対策推進協議会において評価を行い、 

その結果を公表します。 

更に、この評価結果を踏まえ、課題を抽出し、必要に応じて施策に反映するものとし

ます。 

 

２ 計画の見直し 

基本法第１２条第３項の規定を尊重するとともに、条例第７条第４項に基づき、本県

におけるがん医療に関する状況の変化を勘案し、及び本県におけるがん対策の効果に関

する評価を踏まえ、少なくとも６年ごとに、計画に検討を加え、必要があると認めると

きには、計画を変更するものとします。 

また、基本計画が変更された場合にも計画に検討を加え、必要があると認めるときに

は、計画期間が終了する前であっても、計画を変更するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 45 - 

資  料 

 

１ 人口 

 

本県の人口は、平成２７（２０１５）年の国勢調査（平成２７年１０月１日を基準と

する。）によると、８３５，１６５人（男４０８，３８３人、女４２６，７８２人）で、

前回の平成２２（２０１０）年の国勢調査と比べ２７，９１０人（３．２％）減少しま

した。 

 

  年齢構成を見ると、年少人口（１５歳未満）は、１０２，２７０人（１２．４％）、生

産年齢人口（１５～６４歳）は、４８８，８４５人（５９．２％）、老年人口（６５歳以

上）は、２３４，５４４人（２８．４％）となっています。 

 

老年人口の割合は、大正９（１９２０）年から昭和２５（１９５０）年までほぼ同率

（約５．４％）でしたが、昭和３０（１９５５）年に６％を超え、その後増加を続け、

つ今回の調査では２８．４％に達しています。 

  ７５歳未満の人口は、７１５，８４０人（男３６１，９９７人、女３５３，８４３人）

で８５．７％、７５歳以上の人口は、１１９，３２５人（男４６，３８６人、女７２，

９３９人）で１４．３％となっています。 

 

  がんは、加齢とともに発症リスクが高まることから、高齢化が進む中で、ますますが

んにかかる人が増えていくと推測されます。 

 

２ 死亡 
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３ がん罹患 
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４ がん検診 
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５ 山梨県がん対策推進協議会委員名簿 

 

平成29年度　山梨県がん対策推進協議会委員

NO 委員名 役職

1 秋山　剛
（公財）山梨県健康管理事業団専務理事
日本対がん協会山梨県支部長

3 飯塚　秀彦 がん医療に従事する者 県医師会(団体推薦）
(一社)山梨県医師会理事
(北杜市立甲陽病院長）

2 石原　頌功 オストミー協会山梨県支部長

4 大西　洋 学識経験者 放射線医療 山梨大学大学院総合研究部放射線医学講座教授

5 長田　忠孝 学識経験者 在宅医療 （公財）山梨県健康管理事業団理事・診療所長

6 小野　興子
ＮＰＯ法人山梨ホスピス協会理事
山梨YMCA岡島デイサービスセンターぶどうの木管理者

7 小俣　政男 がん医療に従事する者 都道府県がん診療連携拠点病院 山梨県立病院機構理事長

8 工藤　俊平 山梨労働局労働基準部健康安全課長

9 窪川　ゆかり 山梨はあとの会代表

10 小池　賀津江 がん医療に従事する者 県看護協会(団体推薦）
(公社)山梨県看護協会員
（富士吉田市立病院地域医療支援センター所属がん看護専
門看護師）

11 佐藤　弥 学識経験者 地域医療
山梨大学医学部地域医療学講座教授
山梨大学医学部附属病院副院長

12 武田　正之 がん医療に従事する者 地域がん診療連携拠点病院 山梨大学医学部附属病院長

13 中込　裕司 中央市健康衛生課長（市長会長の市の担当課長）

14 中村　由喜 がん医療に従事する者 県薬剤師会(団体推薦）
（一社）山梨県薬剤師会常務理事
（あおぞら薬局　富士見店　管理薬剤師）

15 藤井　秀樹 がん医療に従事する者 地域がん診療連携拠点病院 市立甲府病院長

16 古屋　好美 学識経験者 地域保健
山梨県保健所長会の代表
（中北保健所長）

17 松田　政徳 がん医療に従事する者 地域がん診療連携拠点病院 富士吉田市立病院長

18 三浦　寿得 鳴沢村福祉保健課長（町村会長の町村の担当課長）

19 許山　美和 学識経験者 緩和ケア 山梨県立中央病院がん支援センター長

20 依田　芳起 山梨県厚生連健康管理センター所長

21 若尾　直子
山梨まんまくらぶ代表
ＮＰＯ法人がんフォーラム山梨代表

22 渡邊　和俊 がん医療に従事する者 県歯科医師会(団体推薦）
(一社)山梨県歯科医師会専務理事
（和歯科クリニック院長）

50音順

がん患者及びその家族又は遺族を代表する者

がん患者及びその家族又は遺族を代表する者

がん患者及びその家族又は遺族を代表する者

がん検診実施主体

がん検診実施主体

がん検診機関

がん検診機関

労働関係機関

区分

がん患者及びその家族又は遺族を代表する者


